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はじめに

弊社では金融分野にて各金融機関が管理している口座とマイナンバーを紐づけるシステム

の開発構築支援を実施しました。

本稿ではそのシステム開発案件の内容についてご紹介いたします。
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1.案件説明

 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に

対応するシステムの構築

→預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理及び

災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が

預貯金口座に関する情報を提供するシステムを構築する。



2.システム概要

本システム運用前
 申請者がそれぞれの金融機関に赴き、預貯金口座にマイナンバーを付番する必要があり

ました。
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2.システム概要

本システム運用後

受付金融機関

金融機関①

金融機関②

預金保険機構
本システム

J-LIS
(地方公共団体情報システム機構)

申請者

 申請者は一つの金融機関から申請するだけで預貯金者の意思に基づきすべての口座を紐

づけできます。
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【システムの効果】

以上のようにマイナンバーと全ての金融機関口座を紐づけしておくこと

により、災害時又は相続時 に預貯金者又はその相続人からの求めに応じ、

預金保険機構が該当する全ての預貯金口座を特定し、これら預貯金口座

に関する情報を提供することが可能となり国民の利便性が格段に向上し

ます。



エイエイエスティ東京は長年にわたるシステム開発実績と最新テ

クノロジーのノウハウをもとに、社会課題の解消支援に全力を尽

くしてまいります。

※ 本文中に記載の会社名、製品名、ロゴ等は、各会社の商標もしくは登録商標です。


